
日
時　
４
月
22
日
㈮
午
後
１
時
〜

４
時（
要
予
約
）

会
場　
市
保
健
セ
ン
タ
ー

内
容　
▽
健
康
や
栄
養
に
つ
い
て

の
相
談
会
▽
血
管
年
齢
測
定
▽
体

組
成
測
定
な
ど

持
っ
て
く
る
物　
各
種
検
診
結
果

票
・
健
康
手
帳
・
お
薬
手
帳
な
ど

相
談
対
象
者
の
健
康
状
態
が
分
か

る
物

そ
の
他　
▽
相
談
は
家
族
な
ど
本

人
以
外
で
も
受
け
付
け
ま
す
▽
ペ
ー

ス
メ
ー
カ
ー
利
用
者
は
体
組
成
測

定
を
行
え
ま
せ
ん

問
い
合
わ
せ　
健
康
づ
く
り
課（
☎

40
２
８
０
８
）

　
児
童
扶
養
手
当
・
特
別
児
童
扶

養
手
当
の
対
象
者
で
、
手
当
を
受

け
て
い
な
い
人
は
申
請
し
て
く
だ

さ
い
。

  

児
童
扶
養
手
当

　
ひ
と
り
親
家
庭
と
な
っ
た
児
童

を
監
護
・
養
育
し
て
い
る
人
を
支

援
す
る
た
め
の
手
当
で
す
。

受
給
者
18
歳
に
な
っ
て
最
初
の

3
月
31
日
ま
で
の
児
童（
障
が
い

の
あ
る
場
合
は
20
歳
未
満
）を
監

護
・
養
育
し
て
い
る
人

支
給
額　
左
表
の
と
お
り

要
件　
▽
父
母
が
離
婚
▽
父
ま
た

は
母
が
死
亡
▽
父
ま
た
は
母
が
重

度
の
障
が
い（
国
民
年
金
法
に
よ

る
障
害
等
級
１
級
程
度
）▽
父
ま

た
は
母
が
生
死
不
明
▽
父
ま
た
は

母
が
１
年
以
上
遺
棄
▽
父
ま
た
は

母
が
裁
判
所
か
ら
の
D
V
保
護
命

令
を
受
け
た
▽
父
ま
た
は
母
が
１

年
以
上
拘
禁
中
▽
未
婚
の
母
子
▽

父
母
と
も
に
不
明（
孤
児
な
ど
）

非
該
当
要
件　
▽
施
設
な
ど（
通

所
施
設
を
除
く
）に
入
所
し
て
い

る
▽
児
童
が
母（
父
）の
配
偶
者

（
事
実
婚
を
含
む
）に
養
育
さ
れ

て
い
る
▽
請
求
者
が
事
実
上
の
婚

姻
関
係（
内
縁
関
係
な
ど
）が
あ

る
な
ど

  

特
別
児
童
扶
養
手
当

　
障
が
い
の
あ
る
未
成
年
者
に
対

す
る
福
祉
増
進
を
図
る
た
め
の
手

当
で
す
。

受
給
者　
心
身
に
障
が
い（
内
部

障
が
い
を
含
む
）の
あ
る
20
歳
未

満（
20
歳
に
な
る
誕
生
日
の
前
日

ま
で
）の
児
童
を
監
護
・
養
育
し

て
い
る
人

支
給
額
・
要
件　
左
表
の
と
お
り

非
該
当
要
件　
▽
児
童
が
障
が
い

を
事
由
と
す
る
公
的
年
金
を
受
給

し
て
い
る
▽
児
童
が
施
設
な
ど（
通

所
施
設
を
除
く
）に
入
所
し
て
い

る
な
ど

  

共
通
事
項

そ
の
他　
▽
手
当
は
本
人
や
本
人

の
父
母
な
ど
の
所
得
が
一
定
額
を

超
え
る
と
支
給
が
停
止
と
な
る
場

合
が
あ
り
ま
す
▽
手
当
を
受
け
て

い
る
人
は
、
毎
年
８
月
に
現
況
届

と
所
得
状
況
届
を
出
す
必
要
が
あ

り
ま
す
▽
詳
細
は
問
い
合
わ
せ
て

く
だ
さ
い

申
請
・
問
い
合
わ
せ　
子
ど
も
課

（
☎
40
２
２
８
６
）

　
あ
い
さ
つ
な
ど
の
簡
単
な
日
常

手
話
の
習
得
を
目
指
し
ま
す
。

日
時　
５
月
26
日
〜
毎
週
木
曜
日

（
全
23
回
）午
後
７
時
〜
９
時

会
場　
福
祉
会
館

対
象　
市
内
在
住
・
在
勤
・
在
学

の
手
話
初
心
者
の
人

定
員
15
人（
先
着
順
）

参
加
料　
無
料（
別
途
テ
キ
ス
ト

代
３
３
０
０
円
が
か
か
り
ま
す
）

そ
の
他　
過
去
に
入
門
講
座
を
修

了
し
て
い
る
人
の
再
受
講
は
で
き

ま
せ
ん

申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ　
４
月

28
日
㈭
ま
で
に
電
話
で
福
祉
課（
☎

40
２
３
８
４
）へ

　
重
度
障
害
の
あ
る
人
に
、
タ
ク

シ
ー
料
金
の
一
部
を
補
助
す
る
福

祉
タ
ク
シ
ー
券
を
交
付
し
て
い
ま

す
。
福
祉
タ
ク
シ
ー
券
は
多
野
藤

岡
ハ
イ
ヤ
ー
協
議
会
に
加
盟
す
る

タ
ク
シ
ー
ま
た
は
介
護
タ
ク
シ
ー

業
者
を
利
用
し
た
際
の
運
賃
の
支

払
い
に
使
用
で
き
ま
す
。

利
用
期
間　
交
付
日
〜
令
和
５
年

３
月
31
日
㈮

申
請
場
所　
市
役
所
福
祉
課
・
鬼

石
総
合
支
所
鬼
石
振
興
課

内
容　
利
用
券
１
枚
に
つ
き
５
０

０
円
を
補
助
、
１
カ
月
当
た
り
３

枚（
年
間
最
高
36
枚
）交
付

対
象　
市
内
在
住
で
次
の
い
ず
れ

か
の
手
帳
の
交
付
を
受
け
て
い
る

人
▽
身
体
障
害
者
手
帳
１
・
２
級

▽
療
育
手
帳
Ａ
▽
精
神
障
害
者
保

健
福
祉
手
帳
１
・
２
級

　
※
自
動
車
税
の
減
免
を
受
け
て

い
る
人
、
施
設
入
所
中
の
人
は
対

象
外
で
す

持
っ
て
く
る
物　
障
害
者
手
帳

申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ　
福
祉

課（
☎
40
２
３
８
４
）

　
市
内
の
空
き
店
舗
や
空
き
家
な

ど
を
活
用
し
て
、
新
た
に
開
業
を

す
る
人
に
対
し
、
出
店
に
必
要
な

賃
借
料
お
よ
び
改
修
費
の
一
部
を

補
助
し
て
い
ま
す
。
開
業
後
お
よ

び
改
修
後
の
補
助
申
請
は
で
き
ま

せ
ん
。

対
象
地
域　
都
市
計
画
法
に
規
定

す
る
近
隣
商
業
地
域
ま
た
は
商
業

地
域
と
鬼
石
地
区
の
本
町
通
り
、

相
生
町
通
り
お
よ
び
大
門
通
り

対
象
業
種　
小
売
業
、飲
食
店（
夜

間
営
業
の
み
の
飲
食
店
な
ど
一
部

を
除
く
）、
持
ち
帰
り
・
配
達
飲

食
サ
ー
ビ
ス
業
、
洗
濯
・
理
容
・

美
容
・
浴
場
業
、
生
活
関
連
サ
ー

ビ
ス
業
、
教
育
・
学
習
支
援
業
に

属
す
る
事
業
で
、
商
店
街
の
に
ぎ

わ
い
づ
く
り
に
適
し
た
も
の

　
※
詳
し
く
は
問
い
合
わ
せ
て
く

だ
さ
い

賃
借
料
補
助　
１
出
店
者
当
た
り

月
額
３
万
円
ま
で（
空
き
店
舗
な

ど
の
賃
借
料
の
２
分
の
１
以
内
）

で
事
業
開
始
日
の
翌
月
か
ら
最
長

12
カ
月
間

改
修
費
補
助　
店
舗
の
外
装
・
内

装
お
よ
び
設
備（
水
道
・
電
気
・

ガ
ス
・
空
調
）な
ど
の
改
修
費
の

２
分
の
１
以
内
の
額
と
し
、
１
出

店
者
当
た
り
１
０
０
万
円
ま
で

申
請
・
問
い
合
わ
せ　
商
工
観
光

課（
☎
40
２
３
１
９
）

児童数
支給額（月額）

全部支給 一部支給

１人目 4万3,070円 4万3,060円～
　1万0,160円

２人目 1万0,170円 1万0,160円～
　　　5,090円

３人目以降 6,100円 6,090円～
　3,050円

級数 支給額（月額） 支給要件

１級 5万2,400円
▷身体障害者手帳１・２級程度の障がいの
ある人▷療育手帳判定Ａ程度の知的障がい
のある人▷精神障害者保健福祉手帳1級程
度の精神障がいのある人

２級 3万4,900円
▷身体障害者手帳３級程度の障がいのある
人▷日常生活が著しい制限を受ける程度の
知的障がいもしくは精神障がいのある人

手
話
奉
仕
員
養
成
講
座

（
入
門
講
座
）

重
度
障
害
者

福
祉
タ
ク
シ
ー
券

そ
の
他

空
き
店
舗
等

活
用
事
業
補
助
金

市道129号線の通行止め解除

都市計画変更原案の閲覧と公聴会
　　東平井工業団地第二期地区における都市計画の変更原案がまとまりました。

問い合わせ　土木課（☎402324）

　日野と三波川を結ぶ市道129号は、令和元年10月
の台風19号により被災を受け、通行止めとなって
いましたが、令和４年３月に災害復旧工事が完成し、
通行止めが解除となりました。

(主)上日野・藤岡線  

至 桜山公園 

●日野公民館 

●旧日野中央小 

●旧ルーデンスカントリークラブ 通行止め解除 

至 琴辻 林道日向線 

尾根 

至 藤岡市街地 

市
道
129号

成
人
健
康
相
談

各
種
児
童
扶
養
手
当
の
申
請

都市計画原案　藤岡都市計画土地区画整理事業
の変更（東平井打越地区の廃止）
  原案の閲覧
日時　４月８日㈮～22日㈮（土・日曜日を除く）
午前８時30分～午後５時15分
場所　都市計画課
  公聴会
日時　５月２日㈪午後２時～
会場　市役所東庁舎
内容　公述人の意見発表
　※公述人がいない場合には、公聴会は開催し
ません
公述人の受け付け　公聴会で意見の発表を希望

する人は、公述申出書を提出することができま
す。住所・氏名・年齢・職業・電話番号・原案に
ついての利害関係および意見の要旨（400字以
内）を記載した公述申出書（書式不問）を直接ま
たは郵送で提出してください
提出期限　４月25日㈪必着
提出先　〒375－8601（住所記載不要）市役所
都市計画課
公述人の選定　公述の希望者で同じ趣旨の意見
が多数ある場合は、公述人を選定して本人に通
知します

問い合わせ　都市計画課（☎402824）

募　
集

イ
ベ
ン
ト

図
書
館
情
報

講
座
・
教
室

健
康
福
祉

ス
ポ
ー
ツ

そ
の
他
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